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小
稿
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
機
能
し
て
い
た
弾
正
台
に

つ
い
て
の
拙
 論
 を
な
す
に
あ
た
り
、
そ
の
前
提
と
し
て
書
か

（

）

れ
た
粗
々
の
研
究
史
整
理
で
あ
る
。
公
表
の
順
番
が
前
後
し

て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
発
表
し
た
い
。

　
糺
弾
を
職
掌
と
す
る
弾
正
台
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
本
格
的
な
研

究
が
は
じ
ま
り
、
以
後
、
断
続
的
な
が
ら
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し

た
な
か
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
あ
た
り
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
い
く
つ
も
の
専

論
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
研
究
史
を
丁
寧
に
た
ど
っ
て

い
く
と
、
先
学
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
基
礎
的
事
実
が
、
現
在
十
分
に
は
共
有
さ

れ
て
い
な
い
か
に
み
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
情
況
に
鑑
み
、
こ
こ
で
簡

単
な
交
通
整
理
を
行
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

第
一
期
　
一
九
五
〇
年
代
　
七
〇
年
代
半
ば

　
弾
正
台
の
研
究
史
は
お
よ
そ
三
期
に
わ
け
て
理
解
さ
れ
る
。
第
一
期
は
、
一

九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
半
ば
に
か
け
て
で
あ
り
、
現
在
知
ら
れ
る
弾
正
台

に
関
す
る
基
礎
的
事
実
は
、
多
く
こ
の
段
階
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
ず
、
石
尾
芳
久
氏
が
日
唐
令
の
比
較
と
い
う
手
法
を
こ
の
早
い
段
階
に
用

い
ら
れ
、
弾
正
台
と
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
御
史
台
の
性
格
の
違
い
を
次
の
よ

う
に
論
じ
ら
れ
 た
 。
（

）

⑴
　
官
僚
を
弾
劾
糺
察
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
御
史
台
に
は
強
大
な
権
限
が

与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
糺
弾
に
不
当
が
あ
っ
て
も
、
皇
帝
以
外
に
は
そ

れ
を
責
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
日
本
の
弾
正
台
は
、

太
政
大
臣
・
左
右
大
臣
に
糺
弾
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

⑵
　
令
文
規
定
で
は
、
弾
正
台
は
不
正
（「
害
政
・
抑
屈
」）
を
犯
し
た
官
人

に
つ
い
て
の
告
発
を
受
理
・
審
査
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
古
記
に
よ
れ

ば
実
際
は
太
政
官
の
弁
官
が
そ
れ
を
担
当
し
て
い
た
。

⑶
　
弾
正
台
は
「
内
外
」
の
非
違
を
糺
弾
す
る
と
い
う
令
文
規
定
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
い
う
「
内
外
」
と
は
、
古
記
に
よ
れ
ば
、
宮
内
と
そ
の
外
（
京

内
）
の
こ
と
で
あ
り
、
唐
令
の
「
内
外
」
が
京
内
と
諸
国
の
意
で
あ
る
の

と
異
な
っ
て
い
た
。
日
本
で
は
、
諸
国
は
太
政
官
内
に
お
か
れ
る
巡
察
使

が
監
察
し
た
。

⑷
　
裁
判
制
度
へ
の
関
わ
り
と
い
う
点
で
も
、
弾
正
台
と
御
史
台
は
異
な
っ

て
い
た
。
唐
に
お
け
る
中
央
裁
判
は
、〈
在
京
諸
司
→
大
理
寺
→
尚
書
省
〉

と
い
う
階
梯
を
ふ
ん
で
審
理
が
進
み
、
最
後
の
尚
書
省
に
い
た
っ
て
な
お

不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
御
史
台
・
中
書
省
・
門
下
省
の
官
人
一
名
ず
つ

か
ら
構
成
さ
れ
る
通
称
「
三
司
」
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
司
は
皇

帝
直
下
に
組
織
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
常
設
の
裁
判
所
を
超
え
て
皇
帝
の

決
裁
を
仰
ぐ
た
め
の
「
勅
裁
裁
判
所
」
で
あ
っ
た
（
そ
の
後
の
研
究
は

『
通
典
』
の
表
現
を
と
っ
て
、
こ
れ
を
「
三
司
受
事
」
と
呼
ん
で
い
 る
 ）。

（

）

こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、〈
在
京
諸
司
→
刑
部
省
→
太
政
官
〉
と
い
う
階

梯
の
み
で
、
そ
の
上
に
特
別
な
裁
判
所
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点

弾
正
台
研
究
に
つ
い
て
の
覚
書

佐

藤

全

敏
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で
も
弾
正
台
は
御
史
台
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
以
上
、
石
尾
氏
の
議
論
は
、
唐
と
日
本
の
裁
判
制
度
を
体
系
的
に
と
ら
え
る

な
か
に
御
史
台
と
弾
正
台
と
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
弾
正
台
の
太
政
官

へ
の
隷
属
、
太
政
官
に
よ
る
権
限
吸
収
が
強
調
さ
れ
る
結
論
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
関
心
は
、
唐
令
が
、
君
主
の
家
長
的
権
威
に
も
と
づ
く
「
家
長
的
家
産
官

僚
制
支
配
」
の
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
を
継
受
し
て
成
立
し
た
は
ず
の
日

本
令
は
、
君
主
と
権
威
的
合
議
体
と
が
併
立
す
る
「
名
望
家
支
配
」
の
法
で
あ

る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
 た
 。
時
代
的
な
制
約
も
あ
り
、
現
在
か
ら
み
る
と

（

）

太
政
官
（「
権
威
的
合
議
体
」）
の
権
限
を
や
や
大
き
く
捉
え
す
ぎ
て
い
る
な
ど

問
題
点
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
右
に
紹
介
し
た
基
礎
的
事
実
は
、
そ
の

後
の
研
究
に
よ
っ
て
も
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
、
追
認
さ
れ
て
い
 る
 。
現
在
の
弾

（

）

正
台
理
解
の
礎
は
、
石
尾
氏
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
以
上
に
対
し
、
岩
橋
小
弥
太
氏
は
、
弾
正
台
に
は
⒜
風
俗
を
粛
清
す
る
、
⒝

非
違
を
糺
弾
し
弾
奏
す
る
、
と
い
う
二
方
面
の
職
掌
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ

 た
 。
こ
の
う
ち
⒝
が
、
御
史
台
の
職
掌
を
継
承
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
日
本
で

（

）は
⒝
の
実
例
が
多
く
な
く
、
そ
の
こ
と
か
ら
氏
は
、
弾
正
台
は
次
第
に
⒝
か
ら

手
を
省
い
て
⒜
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、

（
⒜
が
「
礼
に
よ
る
教
化
」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
）
そ
の
後
の
研
究
の
基
本
認

識
と
し
て
定
着
す
る
。
氏
は
ま
た
、
弾
正
台
の
糺
弾
範
囲
と
さ
れ
る
「
内
外
」

に
つ
い
て
、
法
意
で
は
唐
と
同
じ
く
京
内
と
諸
国
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、

『
令
集
解
』
諸
説
や
こ
れ
に
も
と
づ
く
石
尾
氏
の
見
解
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。

『
令
集
解
』
諸
説
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
平
安
時
代
初
期
の
実
態
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

　
一
九
七
〇
年
半
ば
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
は
、
多
く
石
尾

氏
の
指
摘
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
さ
ら
に
令
文
の
基
礎
的
理
解
を
深
め
る
も
の
で

あ
っ
 た
 。
⑴
糺
弾
対
象
を
め
ぐ
っ
て
、
唐
令
が
「
流
内
九
品
以
上
官
」
と
す
る

（

）

と
こ
ろ
を
、
日
本
の
養
老
令
は
「
親
王
及
五
位
以
上
」
と
「
六
位
以
下
」
と
の

二
つ
に
分
け
、
日
本
で
は
前
者
の
み
を
弾
奏
対
象
と
し
た
こ
と
、
⑵
弾
奏
後
、

唐
で
は
奏
さ
れ
た
文
書
の
案
文
が
大
理
寺
に
送
ら
れ
た
が
、
日
本
で
は
そ
の
ま

ま
文
書
が
弾
正
台
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
特
に
新
し
い
指
摘
と
な
っ
て

い
る
。

第
二
期
　
一
九
七
〇
年
代
後
半
　
一
九
九
〇
年
代
初
頭

　
第
二
期
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
に
あ

た
り
、
こ
の
時
期
の
研
究
は
、
第
一
期
の
研
究
を
集
成
し
、
ま
た
補
正
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　
武
光
誠
氏
は
、
特
に
断
り
は
な
い
も
の
の
、
第
一
期
の
研
究
で
示
さ
れ
て
い

た
理
解
を
襲
い
、
新
し
い
論
拠
を
加
え
た
り
補
正
し
た
り
し
な
が
ら
再
論
さ
れ

 た
 。
そ
の
際
、
先
行
す
る
研
究
に
十
分
な
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ

（

）り
、
こ
れ
以
後
の
研
究
は
、
武
光
氏
の
書
か
れ
た
も
の
を
継
承
、
な
い
し
批
判

す
る
と
い
う
形
で
進
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
む
し
ろ
、

研
究
史
的
に
み
て
氏
の
研
究
の
特
長
は
、
初
め
て
九
世
紀
の
弾
正
台
に
も
言
及

さ
れ
た
こ
と
に
あ
り
、
礼
に
よ
る
官
人
教
化
を
職
掌
と
し
た
弾
正
台
の
権
限
は
、

中
国
文
化
が
盛
ん
に
輸
入
さ
れ
た
弘
仁
　
貞
観
期
に
強
化
さ
れ
た
と
の
理
解
が

示
さ
れ
て
い
 る
 。
氏
は
七
世
紀
に
つ
い
て
も
独
自
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
、
弾
正

（

）

台
の
前
身
と
目
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
「
糺
職
大
夫
」
は
、
官
僚
機
構
の
外
に
あ

る
「
職
」
で
あ
っ
て
、
弾
正
台
の
も
と
と
な
る
官
司
は
大
宝
令
ま
で
設
置
さ
れ

な
か
っ
た
と
の
主
張
も
さ
れ
 
。
唐
の
御
史
台
と
異
な
り
、
弾
正
台
の
尹
（
長

官
）
や
弼
（
次
官
）
に
は
、
大
臣
や
大
納
言
に
昇
る
よ
う
な
者
が
任
じ
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
笠
原
英
彦
氏
は
、
武
光
氏
の
論
考
を
参
照
し
つ
つ
、
礼
に
よ
る
官
人
教
化
と

（
　
）
１０る
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い
う
機
能
を
徹
底
的
に
重
視
さ
れ
 
。
氏
は
、
内
容
的
に
は
岩
橋
氏
の
枠
組
み

を
襲
い
つ
つ
、
弾
正
台
の
機
能
が
奈
良
時
代
後
半
か
ら
平
安
時
代
初
期
に
か
け

て
「
礼
教
機
能
」
に
集
約
さ
れ
て
い
っ
た
と
論
じ
ら
れ
た
。
尹
（
長
官
）
や
弼

（
次
官
）
に
任
じ
ら
れ
た
官
人
の
官
歴
に
一
定
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
、
荊
木
美
行
氏
が
七
世
紀
の
「
糺
職
」
や
「
御
史
大

夫
」
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
職
掌
や
関
係
を
幅
広
く

推
察
し
て
お
ら
れ
 
。

第
三
期
　
二
〇
〇
〇
年
代

　
以
上
の
諸
研
究
に
よ
り
、
弾
正
台
の
職
掌
・
特
徴
・
成
立
過
程
な
ど
が
一
通

り
明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
突
如
と

し
て
専
論
が
陸
続
と
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
第
三
期
で
あ
る
。
多

く
は
、
特
に
断
り
は
な
い
も
の
の
、
第
一
　
二
期
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た

事
柄
を
再
度
論
じ
、
そ
の
上
で
弾
正
台
の
巡
察
範
囲
や
礼
儀
糺
弾
の
歴
史
的
経

緯
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
見
解
を
付
け
加
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
小
坂
慶
介
氏
は
、
弾
正
台
は
、
１
い
つ
か
ら
礼
儀
違
反
の
糺
弾
に
関
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
、
２
い
つ
か
ら
定
期
的
に
京
内
巡
察
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た

の
か
、
と
い
う
二
つ
の
論
点
を
掲
げ
ら
 
、
１
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
本
来
、

弾
正
台
は
礼
儀
に
関
与
し
て
お
ら
ず
、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
よ
り
礼
儀
違
反

の
糺
弾
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
の
理
解
を
示
さ
れ
、
２
の
定
期
的
京
内
巡
察

に
つ
い
て
は
、
弘
仁
　
天
長
年
間
（
八
一
〇
　
八
三
三
）
よ
り
は
じ
ま
っ
た
と

さ
れ
た
。
そ
の
大
き
な
根
拠
と
し
て
、
関
係
す
る
太
政
官
符
や
国
史
の
記
事
な

ど
が
こ
の
頃
か
ら
現
れ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
蝉
丸
昌
子
氏
は
、
大
宝
令
施
行
後
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
半
ば
頃
ま
で
、
巡

察
使
で
は
な
く
弾
正
台
が
畿
内
諸
国
の
非
違
を
糺
弾
し
て
い
た
と
主
張
さ
れ
、

（
　
）
１１た

（
　
）
１２る

（
　
）
１３れ

令
文
に
み
ら
れ
る
「
内
外
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
岩
橋
氏
と
同
様
の
理
解
を

再
説
さ
れ
 
。
黒
須
利
夫
氏
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
、
弾
正
台
の
畿
内
巡

察
は
、
大
宝
令
制
下
か
ら
平
安
初
期
ま
で
の
間
、
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と
論
じ

ら
れ
て
い
 
。

　
弾
正
台
に
つ
い
て
は
、
近
年
ほ
か
に
も
専
論
が
発
表
さ
れ
て
お
 
、
弾
正
台

の
研
究
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
え
っ
て
混
沌
と
し
た
情
況
に
い
た
っ
た

か
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
以
上
、
弾
正
台
に
関
す
る
研
究
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
き
た
。

　
弾
正
台
の
姿
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
こ
か
ら
い
か
な
る
研

究
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
、
第
三
期
に
入
っ
て
か
ら
の

研
究
が
、
と
も
す
れ
ば
先
行
研
究
や
史
料
に
対
す
る
基
本
的
理
解
と
い
う
点
に

お
い
て
、
や
や
あ
や
う
く
み
え
る
か
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ

う
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
か
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
も
か

く
い
ま
は
、
あ
ら
た
め
て
基
本
に
忠
実
な
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
愚
鈍
と
の
誹
り
を
承
知
で
、
研
究
史
整
理
を
公
に
し
た
次
第

で
あ
る
。

　
註

（
１
）　
拙
稿
「
弾
正
台
と
日
本
律
令
国
家
」（『
日
本
史
研
究
』
六
〇
一
、
二
〇
一
二

年
）、
同
「
弾
正
台
の
弾
と
京
中
巡
察
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
歴
史
』
七
七
二
、

二
〇
一
二
）。

（
２
）　
石
尾
氏
「
律
令
国
家
の
裁
判
制
度
」（『
日
本
古
代
法
の
研
究
』
法
律
文
化
社
、

一
九
五
九
年
）。

（
３
）　
築
山
治
三
郎
「
唐
代
に
お
け
る
御
史
と
酷
吏
」（『
唐
代
政
治
制
度
の
研
究
』

創
元
社
、
一
九
六
七
年
、
初
出
は
一
九
六
四
年
）、
胡
滄
澤
『
唐
代
御
史
制
度
研

究
』（
文
津
出
版
社
〔
中
華
民
国
〕、
一
九
九
三
年
）
な
ど
。

（
　
）
１４た（

　
）
１５る

（
　
）
１６り
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（
４
）　
石
尾
氏
註（
２
）書
の
「
序
」。
そ
の
構
想
は
早
く
同
氏
「『
支
配
の
諸
類
型
』

と
法
の
歴
史
的
発
展
」（
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
・
石
尾
氏
訳
『
法
社
会
学
』

改
訂
版
、
法
律
文
化
社
、
一
九
六
九
年
、
初
出
は
一
九
五
三
、
一
九
五
四
年
）

で
示
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）　
た
だ
し
、
御
史
台
も
糺
弾
に
不
当
が
あ
れ
ば
、
尚
書
都
省
の
僕
射
や
左
右
丞

よ
り
糺
弾
を
う
け
た
こ
と
が
の
ち
に
指
摘
さ
れ
、
補
正
さ
れ
て
い
る
。
荊
木
美

行
「
淡
海
朝
の
「
御
史
大
夫
」
を
め
ぐ
る
問
題
」（『
初
期
律
令
官
制
の
研
究
』

和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
、
初
出
は
一
九
九
〇
年
）、
宮
川
久
「
弾
正
台
の
職
能

に
関
す
る
再
検
討
」（『
古
代
史
研
究
』
九
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
６
）　
岩
橋
氏
「
職
官
新
志
」（『
上
代
官
職
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

二
年
）。

（
７
）　
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）。
以
下
、
岩
波
律
令

と
略
称
す
る
。
特
に
関
係
す
る
の
は
職
員
・
公
式
両
令
関
係
条
文
の
頭
注
・
補
注
。

（
８
）　
武
光
氏
「
弾
正
台
と
御
史
制
度
」（『
増
訂
律
令
太
政
官
制
の
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
原
形
初
出
は
一
九
七
八
年
）。

（
９
）　
た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
の
ち
に
早
坂
要
「
弾
正
台
小
考
」（『
川
内

古
代
史
論
集
』
創
刊
号
、
一
九
八
〇
年
）
が
的
確
な
批
判
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
　
）　
こ
の
点
、
荊
木
氏
註（
５
）論
文
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
前
提
と
な
る
理
解

１０
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
　
）　
笠
原
氏
「
律
令
政
治
と
弾
正
台
」（『
法
学
研
究
』
六
一
　
五
、
一
九
八
八
年
）。

１１
（
　
）　
荊
木
氏
註（
５
）論
文
。
こ
の
時
期
の
研
究
に
は
、
ほ
か
に
早
坂
氏
註（
９
）論

１２
文
、
宮
川
氏
註（
５
）論
文
も
あ
る
が
、
史
料
読
解
や
先
行
研
究
理
解
な
ど
の
点

で
疑
点
を
残
す
。

（
　
）　
小
坂
氏
「
弾
正
台
の
役
割
に
つ
い
て
の
再
検
討
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
三
、

１３
二
〇
〇
三
年
）、
同
氏
「
弾
正
台
の
活
動
に
関
す
る
一
考
察
」（『
関
西
学
院
史

学
』
三
三
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
　
）　
蝉
丸
氏
「
畿
内
に
お
け
る
弾
正
台
の
活
動
」（『
文
化
史
学
』
五
八
、
二
〇
〇

１４
二
年
）。

（
　
）　
黒
須
氏
「
弾
正
台
と
畿
内
」（『
史
境
』
六
三
、
二
〇
一
一
年
）。

１５

（
　
）　
古
谷
紋
子
「
弾
正
台
の
非
違
糺
弾
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
史
学
』
六
一
、
二
〇

１６
〇
三
年
）、
高
野
正
人
「
弾
正
台
の
宮
内
に
お
け
る
活
動
」（『
皇
學
館
論
叢
』
三

九
　
二
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
氏
「
弾
正
台
の
存
在
意
義
」（『
皇
學
館
史
学
』
二

四
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。
い
ず
れ
も
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
独
自
の
見
解

を
展
開
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
疑
点
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

（
二
〇
一
二
年
十
月
三
十
一
日
受
理
、
十
二
月
四
日
掲
載
承
認
）


